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１．事業概要 ～計画概要、位置～
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広島市

呉市

（１） 計画概要

海上保安庁では、「国家安全保障戦略」（H25.12.17閣議決定）を踏まえ、アジア諸国の海上保安機

関の能力向上支援のため、海上保安大学校において研修実施体制の強化を図ることとされているが、

既存施設では新たに実施される研修や宿泊の受入れが困難な状況となっている。

このため、早急に新たな施設を整備する必要があることから、海上保安大学校に国際交流センター

を整備するものである。

ＪＲ吉浦駅

呉市役所

海上保安大学校

ＪＲ呉駅



１．事業概要 ～計画施設の概要～
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敷 地 ： 広島県呉市若葉町５－１（海上保安大学校敷地内） １２５，０７５㎡

建 物 ： 鉄筋コンクリート造 地上６階外 延べ面積：２，１６０㎡

教室 ３室（４０７㎡） 寮室 収容人員８５名

総事業費 ： 約９．０億円

事業期間 ： 平成３０年度 ～ 平成３１年度

（３） 国際交流センターの概要

女子寮
（麗女寮）

図書館

煉瓦ホール（既存）

▲

▲

▲

入口

入口

入口

配置計画図

国際交流センター（新営） ▲

入口



初級幹部となるべき職員として採用した者に対し、一般教養並びに海上保安業務に必要な高度
な学術及び技能を教授する。

本科を卒業した職員に対し、海上保安業務に必要な専門的な学術及び技能を教授する。

１．事業概要 ～海上保安大学校の概要～
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本 科【４年間】

専攻科【６ヶ月】

部内の選抜試験を経て選考された一般職員に対し、初級幹部として必要な学術及び技能を教授
する。

特修科【１年間】

各地の現場から集まった職員に対し、海上保安業務に必要な専門的な学術及び技能を教授する。研修科

海上保安庁及びアジア各国の海上保安機関の初級幹部職員を対象として、国際法・国際関係に
ついての知識を持ち、同時に海上で発生しうる種々の課題に対して適時・的確に対処できる高度
な実務的・応用的知識、分析・提案能力及び国際コミュニケーション能力を有する人材を育成する。

（１年間の期間で実施。これまで、フィリピン、マレーシア、インドネシア及びベトナムから参加）

海上保安政策課程
【１年間】

＋

学士（海上保安）

（４） 海上保安大学校の概要

（５） 海上保安大学校の教育課程

将来海上保安庁の幹部となる職員を養成するための教育・訓練を実施するとともに、海洋政策に
関する調査研究を実施している。

○教育課程（学士（海上保安）），中・短期研修 等 ［全寮制 在籍者数３３４人（Ｈ２９年４月現在）］

○教育課程（国際研修（修士（政策研究）［平成２７年１０月創設］，その他） 最大人員８５人（予定）］

海図作成技術、救難・防災研修、アジア・ソマリア周辺海域海上犯罪取締研修 他

全２４課程を予定※ （※Ｈ２８年度時点の計画）
その他の国際研修

修士（政策研究）



１．事業概要 ～海上保安大学校の概要～
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本館

総合実習棟

煉瓦ホール学生寮（三ツ石寮）

図書館

講堂兼体育館

潜水訓練用プール

第一実験棟

第二実験棟Ｂ棟

訓練棟

女子寮（麗女寮）
国際交流センター建設予定地

シミュレーションセンター

海上保安資料館

（６） 既存施設

○敷地（施設配置）

研修センター

第二実験棟Ａ棟



１．事業概要 ～海上保安大学校の概要～
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本館

構造・規模 ：
建築年次 ：
主要室等 ：

鉄筋コンクリート造 地上４階 延床面積：７，７５５㎡
昭和５１年
教室、研究室、演習室、事務室他（教室数全１９室）

構造・規模 ：
建築年次 ：
主要室等 ：

鉄筋コンクリート造 地上４階 延床面積：７，３５９㎡
昭和５４年
寝室、自習室他 （収容可能人員２７３人）

構造・規模 ：
建築年次 ：
主要室等 ：

鉄筋コンクリート造 地上２階 延床面積： ４３３㎡
平成３年
寝室、浴室他 （収容可能人員３５人）

○教育施設

○学生寮

男子寮（三ツ石寮）

女子寮（麗女寮）

実験棟，講堂兼体育館，訓練棟，シミュレーションセンター 他

本館

男子寮

女子寮



海上保安政策課程の拡充 ［H27年10月創設］（研修生の受入枠増加）
海上保安大学校における各種研修実施体制の強化（国際研修）
国際シンポジウム等の開催

計画理由 評点 海上保安大学校の状況

新たな行政需要 １００
当該行政需要への対応が特に緊急を要するもの
（新たな教育課程（国際研修）に対応するための施設がない）

２．事業計画の必要性 ～評点の算出・新たな行政需要への対応～
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○ 必要性の評点 ： １００点 ≧ １００点

○ 海上保安大学校における新たな行政需要への対応

第Ⅳ章４（２）「法の支配の強化」

海洋については、地域的取組その他の取組を推進し、力ではなく法とルールが支配する海洋秩序を強化する
ことが国際社会全体の平和と繁栄に不可欠との国際的な共有認識の形成に向けて主導的役割を発揮する。

アジア諸国の海上保安機関職員の受入れ、能力向上支援 （海上保安庁）

国家安全保障戦略（平成25年12月17日 閣議決定）

海上保安大学校における教育基盤、研究環境の整備

研修課程を拡充するための教育機能、研修生増加に対応する宿泊機能の確保



２．事業計画の必要性 ～国際研修の実施状況～

○ 国際研修（海上保安政策課程［平成２７年１０月創設］他）の実施状況

教育施設

海上保安大学校の既存施設に研修が実施可能な施設が無い
ため、主に外部研修機関で実施

一部の研修は海上保安大学校の既存施設を利用して実施して
いるが、教室等に空きがなく、最大８５人となる国際研修には対
応が不可能

研修実施場所の確保が困難なため、Ｈ２８年度においては実施
が必要な研修２５課程のうち、１６課程の研修が未実施

宿泊施設

海上保安大学校に研修生を受入れ可能な施設が無いため、主
に外部研修機関、民間等を利用

一部の研修では海上保安大学校の既存宿泊施設で受入れを
行っているが、寮室の空きが十分ではないため、大人数の受入
れは不可能

外部研修施設と宿泊場所の分散により研修実施に支障を来し
ている 既存宿泊施設（寝室）の状況

既存教育施設（教室）の状況
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２．事業計画の必要性 ～【参考】 主な国際研修の実績～

【参考】 主な国際研修の現状と課題 （平成２８年度実績）
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研修名 研修場所 宿泊場所 課 題

海上保安政策課程

実施期間：１年
計画：３０人 実績：１６人

• 政策研究大学院大学
（港区）※ ［６ヵ月］

• 海上保安大学校
（呉市） ［６ヵ月］

• ＪＩＣＡ東京
（渋谷区）

• ＪＩＣＡ中国
（東広島市） • 研究は夜間まで及ぶが、仮眠場所がな

く、宿泊所までの移動に長時間を要す
るため研修効率を著しく低下させてい
る

• ＪＩＣＡ等の宿泊所を借りて実施している
が、常に利用できるとは限らない

海図作成技術

実施期間：６ヵ月
計画：１５人 実績：７人

• 海上保安庁本庁
（千代田区）

• 測量船等※

• ＪＩＣＡ東京
（渋谷区）

• 民間ホテル等

救難・防災研修

実施期間：２ヵ月
計画：２０人 実績：１９人

• ＪＩＣＡ横浜
（横浜市）

• 海上保安大学校
（呉市）

• ＪＩＣＡ横浜
（横浜市）

• 民間ホテル等

アジア・ソマリア
周辺海域海上犯罪
取締研修

実施期間：２ヵ月
計画：２０人 実績：１２人

• ＪＩＣＡ九州
（北九州市）

• 海上保安大学校
（呉市）

• ＪＩＣＡ九州
（北九州市）

• 海上保安大学校
（呉市）

• 夜間訓練を実施する必要があるが、仮
眠場所がない、宿泊施設まで遠いなど
の理由により、実施出来ていない

（昼間に夜間を想定した訓練を実施し
ているが、効果的な研修とはいえない）

※国際交流センター整備後も引き続き当該研修場所にて実施予定



２）改修・模様替について

• 新たな行政需要に対応した整備であり、改修・模様替の対象となる既存施設が存在しない。

３． 事業計画の合理性

○ 合理性の評点 ： １００点 ＝ １００点
• 他の案では、事業案と同等の性能を確保できない
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１）賃借施設等について

• 海上保安大学校の近隣に必要面積・機能に対応する賃借施設等は存在しないことから、賃借によることは困難
である。



４．事業計画の効果 ～評点の算出～

○ 効果（Ｂ１：業務を行うための基本機能）の評点 ： １２１点 ≧ １００点

分類 項目 係数 評価の根拠

イ 位置

①用地の取得・借用 １．１ 国として用地を保有できている。

②災害防止・環境保全 １．１
自然的条件からみて災害防止・環境保全
上良好な状態である。

③アクセスの確保 １．０ 施設へのアクセスに支障がない。

④都市計画その他の土地利用に関する
計画との整合性

１．０
都市計画その他の土地利用に関する計画
と整合している。

⑤敷地形状等 １．０
敷地全体の有効利用や敷地への安全・円
滑な出入りが実現しやすい敷地形状・接
道の状況である。

イ ①×②×③×④×⑤ 計 １．２１

ロ 規模

①建築物の規模 １．０
業務内容等に応じ、適切な規模となってい
る。

②敷地の規模 １．０
建築物の規模及び業務内容に応じ、適切
な規模となっている。

ロ ①×② 計 １．０

ハ 構造 ①機能性（業務を行うための基本機能） １．０
執務に必要な空間及び機能が適切に確保
される見込みである。

ハ ① 計 １．０

事業計画の効果の評点
イ×ロ×ハ×１００

１２１点
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４．事業計画の効果 ～施策に基づく付加機能の評価～

分類 評価項目 評価 評価の根拠

社会性 地域性 Ｂ
充実した取組が計画されている。
• 避難施設としての機能確保（宿泊施設を災害発生時に周辺住
民の一時滞在施設として利用可能）

環境保全性

環境保全性 Ｂ

官庁施設の環境保全性基準に基づいた取組がなされているほか、
充実した取組が計画されている。
• 教室等への照明制御の導入による省エネ化
• 太陽光発電による自然エネルギーの有効活用

木材利用促進 Ａ
特に充実した取組が計画されている。
• 施設の木造化
• 内装の木質化

機能性

ユニバーサル
デザイン

Ｃ 一般的な取組が計画されている。

防災性 Ｃ
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた取組がなされ
ているほか、防災に関する一般的な取組が行われている。

○ 効果（Ｂ２：施策に基づく付加機能）

11



（２）環境保全性

• 照明制御による省エネルギー化
（更なる省エネルギー化と電力量
の低減）

• 建物の屋上に太陽光発電設備を設
置

※写真は一部イメージ

４．事業計画の効果 ～施策に基づく付加機能～

• 施設の木造化
• 内装の木質化

• 宿泊施設を災害発生時に周辺住民
の一時滞在施設として利用可能

• 校内の避難施設（講堂兼体育館）使
用時に利用可能なトイレを整備

• 避難施設～トイレまでの経路に停電
時利用可能な外灯を設置

25%点灯 50%点灯 70%点灯

750lx

昼光

750lx 750lx750lx

※昼間の明るさを利用して、
照明エネルギーを削減

（１）社会性
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一時避難所 停電時利用可能な外灯

照明制御 太陽光発電設備

木造化 内装の木質化

１）環境保全性

２）木材利用促進

１）地域性



５．評価（案）

事業計画の必要性 １００点 ≧ １００点

事業計画の合理性 １００点 ＝ １００点

事業計画の効果 １２１点 ≧ １００点
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以上より、新規事業化が妥当である。


